
はじめに

大型商業施設の郊外出店や公共施設の移転など、これまでの野放図な郊外開

発に歯止めをかけ、中心市街地に都市・商業機能を集積させる「コンパクトシ

ティ」構想が人口減少時代のまちづくりの方向性として注目されている。この

まま郊外開発を放置すれば、人口減少を背景に税収が伸び悩む一方で、インフ

ラ整備などの行政投資が膨らみ、地域経営が行き詰まるという危機感が背景に

ある。コンパクトシティの実現を目指し、国は大型商業施設の立地を商業系用

途地域に限定するなどのゾーニング規制の強化を柱とした都市計画法の抜本見

直しに乗り出した。そしてすでに福島県など地方都市でも拡散型都市構造から

集約型都市構造への転換を目指した動きが出始めている。

ところで、コンパクトシティ構想を実現するためにはいくつかの条件整備が

必要である。特に土地利用と交通とのリンクが重要なカギを握っている。国土

交通省は、２００５年１２月、社会資本整備審議会中心市街地再生小委員会の報告書

をまとめた。その中で、「土地利用と基盤施設の整合性の確保」を今後の都市構

造改革の重要な手法の一つと位置づけ、とりわけ、基盤施設としての公共交通

ネットワークの整備が必要だとしている１）。

しかし、現在、公共交通はモータリゼーションの進展によって衰退の一途を
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たどっている。特に地方都市や不採算路線を多く抱える中山間地域においては

減便や路線の廃止など、生活そのものに支障が出ている。さらに２００２年の『改

正道路運送法』の施行によって、乗合バス事業においても需給調整機能が撤廃

され、事業者の参入と退出が原則自由となり、不採算路線の切り捨てやサービ

ス水準のさらなる低下などの危険性が高まっている。

ところで、地域開発にあたり土地利用と交通とを結びつけている例としてオ

ランダをあげることができる。市川嘉一氏によればオランダでは９０年代以降、

「ABCポリシー」（ABC-Location Policy）と呼ぶ法律で、公共交通へのアクセス

のしやすさや幹線道路からの近さなど、地区の立地特性を基準に企業などの立

地を誘導する施策を推進している。例えば、A型に区分される小売業などの業種

は公共交通の利便性が高い中心部に立地を誘導する一方で、駐車場台数に制限

を加えている２）。コンパクトシティ実現のためにはこうした土地利用と交通をリ

ンクさせるには公共交通のネットワークが欠かせない。国交省小委員会報告書

でも集約型都市構造実現のための総合的な誘導支援方策の一つとして公共交通

ネットワークの「整備・運営を一体的に実施することが重要」と指摘している

が、具体的な処方箋は示されていない。なぜならこの問題をクリアするには財

源調達という重大な問題が横たわっているからである。欧米ではガソリン税な

ど道路特定財源を公共交通ネットワークの整備・運営に流用しているが、日本

では「独立採算原則」のもと、一部行政による補助が行われているにすぎない。

そこで、本稿では、公共交通を再生させるための方法の一つとして、財政面

からどのような支援策が求められているかについて検討してみたい。考察順序

は以下の通りである。Ⅰでは、旅客分担率から見た公共交通衰退の現状と、公

共交通衰退がもたらす問題を整理する。Ⅱでは、現行の公共交通を維持するた

めにとられている補助金制度について島根県と松江市を例に検討し、その特徴

と問題点を指摘する。そしてⅢでは、補助金制度を補完する新たな支援策とし

て、道路特定財源の使途変更と、新たな交通税の導入の必要性について述べる

こととする。
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Ⅰ．衰退する公共交通とその影響

１．旅客輸送分担率の推移

公共交通機関の衰退傾向は、国土交通省の交通機関別旅客輸送分担率の推移

を示した表１を見れば明らかである。１９６５年の自家用車による分担率は、全国

が５．５％であるのに対し、島根県は３．６％で全国平均ほどではなかった。ところ

が、マイカー元年と呼ばれる１９６８年を経て１９７０年になると、島根県の自家用車分

担率は２３．４％に増加し、全国の１９．６％を上回ることになった。このような自動車

依存はその後も進み、２００２年には８９．７％にまで達した。ちなみに同期の全国の自

家用車分担率は６５．７％であり、島根県はそれを２４ポイントも上回る、文字通り

自動車依存県となった。

ところで、このような自家用自動車の急増は、公共交通に大きな影響をもた

らした。全国で見た場合に JR・民鉄・乗合バス・タクシーをあわせた公共交通

の輸送分担率は、１９６５年の９１．８％から２００２年の３２．７％に減少しているが、島根県

においては１９６５年の９４．２％から２００２年の７．４％へと激減した。特に乗合バス事業

での影響は大きく、２００２年の輸送分担率は２．６％を占めるにすぎない。

このような結果、全国的にも、そしてとりわけ島根県のような人口過疎地域

を多く抱える自治体にとっては、自動車を運転しない、あるいは運転できない

住民の移動手段をどのように確保していくかという難しい問題に直面している。

このような事態に対し各自治体では、国や県の補助を受けながら、廃止代替バ

スの運行を事業者に委託したり、コミュニティーバスや福祉バス、福祉タクシー

など、住民生活に必要な最低限の移動手段の確保に必死である。しかしながら、

後で見るように、事業者の努力や自治体の補助にもかかわらず、乗合バスの利

用者の減少傾向に歯止めがかかっていない。自治体財政が厳しさを増す現在、

住民の移動手段を確保するために不採算路線に公費による補助金を投入し続け

ることには今後ますます困難が予想される。住民生活に不可欠な公共交通をど

のような形で維持するのか。これまでのような事業者と自治体まかせの維持策

からの転換が求められている。
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表１ 交通機関別旅客輸送分担率の推移

全国計 上段：交通機関別発人数（１０００人） 下段：旅客輸送分担率（％）

JR 民鉄 乗合バス タクシー 自家用車 その他 全機関計 国調人口
（１，０００人）

昭和４０年度
（１９６５）

６，７２５，６８４
２１．８

９，０７６，７１８
２９．５

９，８６２，０５６
３２．０

２，６２５，６３１
８．５

１，６７９，４１１
５．５

８１５，９１６
２．７

３０，７８５，４１６
１００．０ １．００ ９９，２０９

４５年度
（１９７０）

６，５３６，８１４
１６．１

９，８４９，５５６
２４．３

１０，０７３，７０４
２４．８

４，２５８，８５３
１０．５

７，９３２，０５６
１９．６

１，８９０，５０２
４．７

４０，５７１，４８５
１００．０ １．３２ １０４，６６５

５０年度
（１９７５）

７，０５１，３４０
１５．３

１０，５３９，９１２
２２．８

９，１１８，８６８
１９．８

３，２２０，２２１
７．０

１４，４６０，４５９
３１．３

１，７６１．４５４
３．８

４６，１５２，２５４
１００．０ １．５０ １１１，９４０

５５年度
（１９８０）

６，８２６，６８７
１３．２

１１，１８０，１４５
２１．６

８，０９６，６２２
１５．７

３，４２６，５６７
６．６

２０，１８５，６１９
３９．１

１，９６９，９５３
３．８

５１，６８５，５９３
１００．０ １．６８ １１７，０６０

６０年度
（１９８５）

６，９４３，９９５
１２．９

１２，０４８，３４５
２２．４

６，９９７，６０２
１３．０

３，２５６，７４８
６．０

２２，６４１，８１７
４２．１

１，９４３，５８７
３．６

５３，８３２，０９４
１００．０ １．７５ １２１，０４９

平成２年度
（１９９０）

８，３５７，５８５
１０．７

１３，５８１，０２６
１７．４

６，５００，４８９
８．４

３，２２３，１６６
４．１

４３，９８６，２５４
５６．５

２，２４６，０３７
２．９

７７，８９４，５５７
１００．０ ２．５３ １２３，６１１

７年度
（１９９５）

８，７８９，２４０
１０．５

１３，６４８，１５５
１６．３

５，７５６，２３１
６．８

２，７５８，３８６
３．３

５０，８９４，２５１
６０．７

２，０５１，９１５
２．４

８３，８９８，１７８
１００．０ ２．７２ １２５，５７０

８年度
（１９９６）

８，８００，７８５
１０．５

１３，５９６，２６５
１６．２

５，５９９，６１０
６．６

２，６８４，３５３
３．２

５１，３６６，１８７
６１．０

２，０８４，５１７
２．５

８４，１３１，７１７
１００．０ ２．７３

９年度
（１９９７）

８，６６５，０８５
１０．３

１３，３３９，１７５
１５．８

５，３９９，８４８
６．４

２，６１４，９６０
３．１

５２，２３４，２０３
６１．９

２，１４３，５０９
２．５

８４，３９６，７８０
１００．０ ２．７４

１０年度
（１９９８）

８，５６５，９３１
１０．２

１３，２４９，２７２
１５．８

５，１７１，５１６
６．２

２，５１４，７９０
３．０

５２，２７７，００１
６２．３

２，０６２，９６９
２．５

８３，８４１，４７９
１００．０ ２．７２

１１年度
（１９９９）

８，５２２，８８７
１０．２

１３，０３２，７６２
１５．６

４，９３７，１３０
５．９

２，４６５，９７９
２．９

５２，７１６，７２４
６２．９

２，１１２，０１３
２．５

８３，７８７，４９５
１００．０ ２．７２

１２年度
（２０００）

８，４７７，５７８
１０．０

１２，９７５，７８１
１５．３

４，８０３，０４０
５．７

２，４３３，０６９
２．９

５３，７７２，９８２
６３．６

２，０１１，３９２
２．５

８４，４７３，８４２
１００．０ ２．７４ １２６，９２６

１３年度
（２００１）

８，４５６，６０４
９．８

１３，０６９，８３９
１５．１

４，６３３，０１０
５．４

２，３４３，７２１
２．７

５５，７５６，４５８
６４．６

２，０３５，１４６
２．４

８６，２９４，７７８
１００．０ ２．８０

１４年度
（２００２）

８，４５６，９８４
９．８

１２，９７３，６０７
１５．０

４，５０２，７２６
５．２

２，３６６，３２０
２．７

５６，８２８，２６２
６５．７

１，４１８，２５２
１．６

８６，５４６，１５１
１００．０ ２．８１

１５年度
（２００３）

８，４７８，０９７
９．６

１３，l１５，６８３
１５．０

４，４４７，８５９
５．１

２，３５１，５４７
２．７

５７，３９０，４０３
６５．４

１，９２１，８７１
２．２

８７，７０５，４６０
１００．０ ２．８５

出所）国土交通省『旅客地域流動調査』より作成
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表１つづき 交通機関別旅客輸送分担率の推移

島根県 上段：交通機関別発人数（１０００人） 下段：旅客輸送分担率（％）

JR 民鉄 乗合バス タクシー 自家用車 その他 全機関計 国調人口
（１，０００人）

昭和４０年度
（１９６５）

２９，６５５
２５．５

５，５７７
４．８

６０，７５６
５２．３

１３，５０６
１１．６

４，２１４
３．６

２，５６３
２．２

１１６，２７１
１００．０ １．００ ８２２

４５年度
（１９７０）

２１，９３５
１４．３

４，９６９
３．２

５５，６９５
３６．３

２０，９４５
１３．６

３５，８９５
２３．４

１４，１１９
９．２

１５３，５５８
１００．０ １．３２ ７７４

５０年度
（１９７５）

１８，６４２
１１．５

３，８０９
２．４

４３，０１９
２６．６

１８，２０１
１１．３

６８，９３９
４２．６

９，０７８
５．６

１６１，６８８
１００．０ １．３９ ７６９

５５年度
（１９８０）

１３，８６０
６．７

３，０８０
１．５

３２，０３６
１５．４

１７，９３５
８．６

１３１，２４５
６３．１

９，７６５
４．７

２０７，９２１
１００．０ １．７９ ７８５

６０年度
（１９８５）

１１，３０７
５．４

２，２４９
１．１

２３，７００
１１．３

１８，１７５
８．７

１４５，６５４
６９．５

８，３８２
４．０

２０９，４６７
１００．０ １．８０ ７９５

平成２年度
（１９９０）

１０，０５８
２．５

１，７８６
０．４

１９，１７６
４．７

１６，４１０
４．１

３３９，０１２
８３．９

１７，７９１
４．４

４０４，２３３
１００．０ ３．４８ ７８１

７年度
（１９９５）

９，３７８
２．４

１，８４５
０．５

１５，６０５
４．１

１４，２８０
３．７

３３５，８２６
８７．３

７，５１１
２．０

３８４，４４５
１００．０ ３．３１ ７７１

８年度
（１９９６）

９，１８９
２．３

１，７５７
０．５

１５，０１３
３．８

１４，０７１
３．６

３３７，２１２
８６．０

１５，０００
３．８

３９２，２４２
１００．０ ３．３７

９年度
（１９９７）

８，６４７
１．９

１，６２１
０．４

１４，３７３
３．３

１０，９７０
２．５

３８９，０４１
８８．３

１５，８５９
３．６

４４０，５１１
１００．０ ３．７９

１０年度
（１９９８）

８，４１１
１．８

１，５６２
０．３

１３，３３５
２．８

１３，７４９
２．９

４２０，５３０
８８．３

１８，４３６
３．９

４７６，０２３
１００．０ ４．０９

１１年度
（１９９９）

８，１５１
２．３

１，５６６
０．４

１２，５２８
３．５

１１，３１８
３．２

３１１，３８９
８７．３

１１，６５５
３．３

３５６，６０７
１００．０ ３．０７

１２年度
（２０００）

７，６９８
１．８

１，４９０
０．４

１４，１４９
３．３

１２，１１８
２．９

３５６，４６６
８４．４

３０，４６５
７．２

４２２，３８６
１００．０ ３．６３ ７６２

１３年度
（２００１）

７，６８７
１．７

１，４９１
０．３

１３，４９７
３．０

１０，５９３
２．３

３９７，７８０
８７．６

２２，９１７
５．１

４５３，９６５
１００．０ ３．９０

１４年度
（２００２）

７，３８１
１．７

１，４３４
０．３

１１，８６５
２．６

１２，７２３
２．８

４０３，５５３
８９．７

１３，１５４
２．９

４５０，１１０
l００．０ ３．８７

１５年度
（２００３）

７，２５６
１．６

１，４９４
０．３

１１，６６７
２．６

１１，０７７
２．５

３９８，５１８
８９．４

１５，９１５
３．６

４４５，９２７
１００．０ ３．８４

出所）国土交通省『旅客地域流動調査』より作成
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ところで、公共交通の衰退、言い換えれば自家用自動車への依存は、様々な

社会問題を引き起こしている。次節では、自動車利用が増加し、他方で公共交

通機関が衰退するとどのような問題が地域に発生するのか整理しておこう。

２．公共交通機関衰退にともなう問題点

自動車交通の発達は、都市のスプロール化を助長し、公共交通機関を衰退さ

せ、郊外ショッピングセンターの増加、公共施設の郊外への移転などによって、

コミュニティと日常生活のあり方を変質させてきた。職場も広く拡散しはじめ、

自家用車がもたらす大きな移動能力が、時間を節約する方向にではなく、人々

を遠くまで移動させる方向に働くという逆説的な効果をもたらしている。この

ように日常生活において移動時間が長くなるということがもたらす必然的な帰

結は、郊外の拡大に見ることができる。そこでは、様々な問題が生み出されて

いる。ここでは、それら諸問題について整理しておこう。

① 社会的弱者に冷たい社会の到来

超高齢化社会の到来によって、今後自動車の運転をしなくなる、あるいは

できなくなる高齢者が増加すると予想されている。松江市のアンケート調査３）

でも、自動車の運転ができなくなった場合の代替手段として７０％以上のひと

がバスをあげている。また、高齢者だけでなく運転のできない児童・生徒や

障害者、さらには自動車を購入できない低所得者など、公共交通機関に依存

している人は少なくない。もしこのまま公共交通機関が衰退した場合、そう

いた人々の移動の自由が奪われ、暮らしにくい社会がそこに実現することに

なる。

さらに、現在進められている行財政改革によって、地方都市や過疎地域で

は学校、病院など、もっとも生活に不可欠な公共施設が統廃合や機能の縮小

を余儀なくされている。そのため、生きるために移動しなければならない距

離が増加し、人々の暮らしをますます不便なものに変えようとしている。自

動車での移動を前提としたような地域づくりは、地域での暮らしを支えるも
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のとはならない。

② 環境問題の発生と資源の浪費

過度の自動車利用がもたらす弊害は、交通三悪（交通渋滞、交通公害、交

通事故）などと呼ばれ、大きな社会問題を引き起こしている。その中でもと

りわけ今日重要視されるのが交通公害の一つである環境問題である。１９９７年

の京都議定書は、先進国の二酸化炭素などの温室効果ガスの削減を義務づけ

た。環境に配慮し持続可能な社会を実現させていくためには、その原因であ

る過度の自動車利用を抑制し、公共交通優先の交通政策へ転換する必要があ

る。

ところで、自家用自動車の利用に比べ、公共交通が持つ優位性の一つは、

エネルギー効率の良さである。これは、５０人を一度に運ぶという輸送効率だ

けにとどまらない。排気ガスの排出量も低く抑えることができる。公共交通

の利用によって、過度の自動車利用が抑制されるならば、道路の渋滞も緩和

され、渋滞が引き起こす環境悪化やエネルギーの無駄遣い、時間と人件費の

ロスの低下など、環境面でのメリットだけでなく、経済的メリットも享受で

きるのである。

③ 高齢者が加害者に

松江市の調査によれば、高齢者が自動車を利用することの不満として「車

を使わないと目的地に行けない」を７０％弱のひとがあげており、必ずしも運

転がしたくてしているわけではないことを伺わせている。さらに、松江市の

交通事故のうち、高齢者が加害者となった件数は、平成７年で７４件、交通事

故に占める割合は７．５％であるが、平成１２年にはそれぞれ１２２件、１１．４％に増加

しており、これは高齢者が被害者になる割合を３ポイント以上も上回ってい

る。このように、高齢化社会における自動車利用は、新しい交通問題を生み

出している。
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④ 中心商業地の衰退と創造空間の喪失

自家用車利用の拡大にともなう公共交通機関の衰退は、交通結節点の周辺

に発達してきた商業地域を衰退させ、中心市街地空洞化の原因の一つとなっ

ている。日本の多くの都市は、歴史的・構造的に自動車利用の急増に適応し

にくい構造になっている。狭い道路、駐車場不足など、自家用車利用が一般

的になった現在、利便性の低い中心商業地域から大型駐車場を備えた郊外の

ショッピングセンターやロードサイド店などに人々が流れている。しかしな

がら、郊外商業施設は、均質化した店舗展開がおこなわれ、そこには「らし

さ＝個性」がない。じつはこうした「らしさ」こそが都市の創造性の原点で

あり、まちの発展には商業地域の活力と多様性を維持することが必要なので

ある。

⑤ 空間利用の不効率と社会資本の無駄

自動車の利用にともなって発生する重要なコストの一つは、駐車場の整備

である。自動車の利用を可能とするには、自宅での保管場所と行き先での駐

車場の２つが必要となる。地価が高い中心部では、従業員や来客用の駐車ス

ペースを確保することは、経営資源と空間利用の不効率として企業経営上か

なりのコストとなる。このようなコストは企業立地に影響を与え、企業誘致

などに不利に作用する。公共交通機関の発達は、このような企業経営や企業

誘致においても重要な要因となるのである。

問題はそれだけではない。郊外での住宅開発や商業施設の郊外進出などに

より中心部がスプロール化すると、既存の道路や上下水道等とそれら住宅や

施設とを接続するために、アクセス道路や上下水道などといった社会資本の

整備が必要となる。こうした社会資本については、単に整備するための初期

投資が必要とされるだけでなく、利用者・利用施設が分散するため運営も非

効率となる。他方、まちの中心部には歴史的に形成されてきた社会資本が蓄

積し、かつ公有・民有を問わず多くの活用可能な建築物・建造物が集積して

いる。スプロール化が進むことによって、中心部が空洞化し、こうした社会
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資本・建築物の利用効率が低下することは社会的な損失である。青森市の調

査によれば、過去３０年間における中心部から郊外への人口流失のために、約

３５０億円の行政コストを投資してきたと試算しており、仮に市街地の拡大がな

ければ不必要な経費であったとしている４）。財政基盤の弱い地方自治体にとっ

て、都市構造をコントロールすることは、何にもまして重要な政策課題となっ

ている。

以上見てきたように、過度の自動車利用を抑制し公共交通を再生することは、

これからの地域社会の維持にとって不可欠の課題といえよう。しかし、このよ

うな社会的要請にもかかわらず、全国の公共交通は利用者の減少から縮小傾向

にある。そこで次節では、特にバス事業に着目し、バス交通ネットワークを維

持するために、どのような財政的支援が行われてきたか、その特徴と問題点に

ついて整理してみたい。

Ⅱ．公共交通を支える財政支援策～バス事業に対する補助金制度

１．バス事業者の経営実態

Ⅰで見た交通機関別旅客分担率の推移でも明らかなように、モータリゼーショ

ンの進展にともなってバス利用者は減少を続けている。とりわけ、全国平均に

比べ、島根県のような公共交通網が十分ではない地域ほど自動車利用が拡大し、

そのことでますますバスなどの公共交通機関の衰退に拍車がかかっている。

図１を見てみよう。これは、１９８９年（平成元年）以降の松江地域をカバーす

るバス会社３社の年間乗車人数の推移である。これを見ても明らかなように、

バスの利用者は基本的に減少傾向にある。平成９年以降、市営バスや一畑交通

が、路線の拡大や割引チケットなどの導入、さらには国の補助事業であるオム

ニバスタウン事業などを行い、一時的に利用者の拡大を図ったものの、その効

果も一過性にすぎず、利用者のバス離れに歯止めがかかったとはいえない。ま

た、利用拡大をねらった割引チケットの導入も収益の増加には結びつかず、バ
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ス事業者は厳しい経営を強いられている。その結果、松江に見られるように、

全国のバス事業者の多くは、利用者の減少から運行経費を運賃収入だけではカ

図１ バスの年間乗車人数の推移（島根県松江市）

資料：一畑バス、交通局、日の丸バス

図２ 島根県松江市におけるバス運行経費と収入内訳

出所）一畑バス、松江市資料より作成
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バーしきれず、事業者の内部補助や行政からの補助金を受けながら路線維持を

図っているのが現状である。

それでは次に松江を例にこの状況を見てみよう。図２は、平成１６年度島根県

松江市でバス事業を行う一畑バスと松江市交通局のバス運行経費と収入内訳を

示している。これによれば、松江市全体で見ると、バスを運行している２つの

事業者の運行経費は１６億９０００万円に対し、運賃収入は８億２０００万円で、経費カバー

率は約５０％程度である。そして不足分は国県市からの補助等によって賄われて

いるのがわかる。さらに詳しく見ると、民間バス事業者である一畑バスでは、

乗合バスの年間運行経費７億２２００万円に対し、運賃収入は５億２９００万円であり、

運賃収入のカバー率は７３％である。不足分は国県市からの補助（８％）と欠損

部分については一畑バスの貸切部門と長距離部門などからの内部補助（１９％）

で賄っている。一方松江市交通局の運行経費は６億８５００万円に対し、運賃収入

は２億８５００万円であり、運賃収入のカバー率は４２％である。不足分は松江市か

らの補助金（４３％）と、一般会計からの赤字補填分（１５％）である。さらに、

合併前の旧市町村で運行されていたコミュニティバスでは、運行経費２億８３００

万円に対し、運賃収入は３６００万円で、収入カバー率はわずか１３％しかなく、不

足分は電源交付金（２０％）と県からの補助（１０％）、一般財源（５７％）で賄って

いる。

このように、現在のバス事業は、きわめて低い採算性のもと、行政からの補

助なしには事業を維持できない構造となっている。しかし、国が進める行財政

改革と三位一体改革のもと、交付金や補助金の削減は避けられず、どのような

収入確保策を図りバス事業を維持するか、厳しい現実に直面している。そこで

次節ではこれまでバスを支えてきた補助金制度について検討してみよう。

２．バス事業に対する補助制度の変遷とその問題点

バス運行に対する補助制度の推移を簡単に一覧表で示したのが、表２である

（詳しい制度ならびに補助金額の内訳については付表１，２，３を参照）。１９６０年代以

降のモータリゼーションの影響から乗合バスの乗客が減少し、地方バス路線の
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維持が難しくなった。そこで、１９７２（昭和４７）年、国は地方路線維持費補助金

制度を創設し、事業者が運行するバス路線（４条）の維持に補助する制度を作っ

た。また、事業者が経営上の理由などから路線を廃止した場合に、行政が補助

をして路線を維持する廃止路線代替バス（８０条）に対する補助も行われるよう

になった。これにより、市町村による廃止路線代替バスの運行という新たな公

年度 国庫補助制度 県単独補助制度

S４７

地方バス路線維持費補助金制度の創設
・事業者によるバス路線（４条）維持に対
する補助制度
・廃止路線代替バスも補助対象
～市町村による廃止路線代替バスの運行
という新たな公共輸送形態の導入～

H７
制度改正
・廃止路線代替バスヘの補助打ち切り

新地方バス路線運行対策交付金制度の創設
・廃止路線代替バスの経費の財政支援
・新設路線等についても補助対象

H１３

制度改正
・補助対象路線を「広域的・幹線的路線」
に限定
※広域的：複数市町村（H１３．３．３１現在）を
跨るもの

（影響）補助路線１２０系統→２９系統

生活バス路線確保対策交付金制度の創設
・国庫補助の対象外となった路線の一部も
補助対象に追加

H１７

生活バス路線確保対策交付金制度の一部改
正
・各系統別に収支率を導入し、収支率２０％
以上の赤字系統のみを対象とした
・市町村合併に係る新規系統については経
過措置あり

H１８
制度見直しの予定
（H１７．１１現在、内容未定）

年度 H７ H８ H９ H１０ H１１ H１２ H１３ H１４ H１５ H１６

国制度
県協調補助 ３０６ ２４２ ２２９ １９４ １５５ １２６ １２６ １６１ １０２ １０５

県単独 ８８ １０７ １０１ １０８ １２８ １３４ ２３５ ３６１ ３３０ ３５７

合計 ３９４ ３４９ ３３０ ３０２ ２８３ ２６０ ３６１ ５２２ ４３２ ４６２

表２ バス運行に係る補助制度の経緯

補助額（県：一般財源ベース） （単位：百万円）

出所）島根県資料より作成
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共輸送形態が登場することになった。

１９９５（平成７）年、国の廃止路線代替バスへの補助が打ち切られるのにあわ

せて、島根県では、県単独事業として、廃止路線代替バスに対する補助だけで

なく新設路線についても財政支援を行う、新地方バス路線運行対策交付金制度

を創設した。

２００１（平成１３）年には生活バス路線に対する国庫補助制度が新しくなり、補

助対象が広域的・幹線路線に限定されただけでなく、旧制度では赤字事業者を

対象としていたものから赤字路線（系統）に、補助要件も変わった。旧制度で

は赤字事業者の支線ならば補助を受けられたが、新制度では複数市町村にまた

がる系統であることが要件とされた。さらに路線延長が１０キロ以上の系統であ

ること、一日あたりの運行回数が３往復以上、輸送量が１５～１５０人／日の系統で

あること等の条件も付加され、国と県の補助対象から外れる赤字路線が増加し

た。そこで各市町村は自らが必要と判断すれば補助金を交付するなどして維持

することとなった。もっともその措置に対しては、国から８割の特別交付税が

充当され、残りの２割を当の市町村の一般財源で補填することになった。島根

県内では国庫補助制度の改正により、補助の適用が受けられる路線が１２０路線か

ら２９路線に激減し、県は国の補助適用外の路線について、市町村と協調した独

自の補助制度の創設を打ち出した。それが乗合バス事業者に市町村が支払う助

成額の一部を肩代わりする独自の「生活バス路線確保対策交付金」制度である。

補助条件としては、市町村が助成する赤字路線のうち、平均乗車人数が３人以

上・運行回数が５往復以下・複数市町村に路線がまたがるものが対象で、県が

助成額の２分の１を限度に市町村に助成するものとなった。この制度の創設の

背景には、国庫補助対象路線の激減もさることながら、２００２年に予定されてい

た乗合バス事業の原則自由化に対応し、いかに交通弱者の生活交通を確保する

かという課題に迫られていたことも忘れてはならない。

しかしながら、県は市町村が運行する生活バス路線に対する県単独の半額補

助制度について、２００４年１０月以降、収益率の低い赤字路線を対象外とする方針

を固めた。つまり、県単独事業として市町村が運行する生活バス全路線にかか
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る費用の２分の１を無制限に助成していたが、補助路線が増え、表２の下段に

見られるように、２００２（平成１４）年度には補助額が３億６０００万円になるなど、急

速に補助金額が膨れあがっていったからである。このため県、市町村ともにコ

ストを削減し、効率的なバス運行を進めようと、運送収入を運送費で割った収

支比率が２０％以下の路線は補助の対象外とすることにしたが、これは市町村が

運行する３４０路線のうちの４０％に該当するものであった。ただし、市町村合併で

誕生する新市が新規に開設する路線については収支比率が２０％未満でも運行費

の４分の１を助成するという経過措置がとられることになった。

これまで地方自治体は、国の補助政策が変更になる度に単独事業として路線

維持のための補助をふくらませてきた。しかし、三位一体改革による交付税と

補助金の削減により、財政基盤の弱い地方自治体では、いつまでも単独事業を

続けることはできない。

このように、地方のバス路線を支えてきた国県からの補助金が今後ますます

縮小されることになれば、住民の移動ばかりか、暮らしそのものが成り立たな

い地域が増えることが予想される。本来、地域の交通政策としてトータルに考

えなければいけない問題を、公共交通の枠内だけで解決しようとしていくら補

助金をつぎ込んでも、公共交通の再生には結びつかないことをこれまでの補助

金政策は物語っている。

それでは、このような事態を打開するにはどのような手だてが必要なのであ

ろうか。次節では、公共交通を再生させるための諸外国の取り組みなどを参考

に、道路特定財源制度の見直しや交通目的税の必要性について検討してみよう。

Ⅲ．公共交通を支える新たな財政支援策

１．道路特定財源制度の見直し

我が国の交通政策の問題点は、交通施設整備を主としたものに留まっており、

誰もが便利に快適に行きたいところへ行ける、住みやすくするといった生活の

質を高めるといった視点が明確ではなく、結果的に土地利用計画との連携、交
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通施設の整備や公共交通機関の運営など、交通に関係する重要な施策が盛り込

まれていないことである。また交通施策の関係者が多いにもかかわらず、事業

や施策の実施は個々の主体に委ねられており、交通政策全体に関する責任と負

担とが曖昧となっている状況を是正することがあわせて求められている５）。

欧米では、公共交通のあり方に対し、基本的なヴィジョンないしは推進法が

整備されている。表３を見てみよう、アメリカではクリントン政権下で成立し

た２１世紀に向けた交通最適化法（TEA－２１：the Transportation Equity Act for

２１st Century）に基づき、道路整備のみならず、公共交通、鉄道、交通安全など

への支出を増やし、バランスのとれた交通政策を実行しようとしている。

特にアメリカやドイツでは、道路特定財源から公共交通整備への資金流用が

なされ、また、高い補助率が達成されているなど、公共交通重視の姿勢が伺え

る。さらに、公共交通の運営費補助が認められているところも我が国とは大き

く異なる点である。

このように公共交通を再生させるために欧米では、道路特定財源の使途を拡

大し、自動車利用者にも負担を求めている。

ところで、このような道路特定財源のあり方に対し財政制度審議会は、これ

までの「必要な歳出規模が特定財源の収入にほぼ見合っている現状を踏まえれ

ば、受益と負担の関係に基づき、使途を納税者に示した上で暫定税率の延長に

理解を求めることもやむを得ない」という態度を改め、「道路歳出については、

国・地方を通じ引き続き、財源ありきとの考えは採り得ない。公共投資の重点

化を進めつつ、これまで通り抑制を図っていく必要があり、これに伴う余剰に

ついては、我が国の危機的な財政事情に鑑み、プライマリーバランスの回復に

資するよう有効な活用を図るべきである」として、一般財源化の方向を打ち出

し、特定財源を前提とした使途拡大には否定的である６）。確かに道路特定財源が

国や地方自治体を道路整備に駆り立て、資源配分のゆがみを生じさせたことは

否定できない。しかし他方で、行政の不作為に見られるように、一般財源化し

た場合でも必要なところに財源の手当がされるとも限らない。

欧米に見られるように、道路整備がもたらした社会的コストを十分考慮し、
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表３ 路面電車・LRTに対する先進国の財政支援制度

国名 国の推進法
建設補助 建設補助 運営費補助

国 財源 地方 財源 実行補助率
（％） 補助内容 補助率

（％）

米国

総合陸上交通効率化
法（ISTEA）、現在は
２１世紀交通政策修正
法（TEA－２１）

軌道システムの新設
・延伸（車両を含
む）に対し、連邦が
最大８０％補助

ガス税一般
財源

州または郡が連邦補
助の不足分を負担

売上税（ま
たは給与所
得税）

１００
赤字補てん分を国と
地方（交通税）が補
助

３０～７０

フランス 国内交通基本法
（LOTI）

軌道システムのイン
フラ部（車両を除
く）の３０％を補助

一般財源
自治体が交通税とし
て給与所得の０．５５％
から１．７５％分を徴収

交通税 ７０～８０
赤字補てん分を自治
体（売上税など）が
補助

４０～５０

ドイツ 都市交通改善助成法
（GVFG）

軌道システムのイン
フラ部（車両を除
く）の６０％を 補 助
（９９年から車両新造費
の５０％補助追加）

鉱油税（ガ
ソリン税）

州政府、自治体が合
わせて４０％補助 一般財源 １００ 赤字補てん分を州政

府が補助 ４０～６０

日本 なし
軌道の新設・延伸に
かかわる軌道路盤部
分に対する補助

ガソリン税 国と同額を補助 一般財源 ５０

公営の場合、赤字の
一部補助あり。民間
は５年間の欠損補助
のみ

基本的に
０

出所）市川嘉一『交通まちづくりの時代』ぎょうせい、２００４年、２８０－２８１ページ。
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バランスのとれた交通体系を実現するために、特定財源の使途を公共交通の整

備と運営財源に振り向けることが必要である。

２．交通税の導入に向けて

道路特定財源を公共交通の整備と運営に振り向けることと並んで重要なこと

は、住民自身が公共交通を支える主体であることを意識し、経費の一部を交通

税という形で負担することである。すでにフランスなどでは公共交通の整備と

運営のために、地方税である「交通税」（Versement Transport）が導入されてい

る。この税は従業員１０人以上の事業主に対し、従業員給与総額を課税対象に一

定の税率（都市圏の人口規模によって異なる）をかけた額を徴収する目的税で

ある７）。フランスでは交通政策を管轄する権限が人口２万人以上の自治体に与え

られているため、自治体による公共交通重視の対策が打ち出せるのである。

このように公共交通が単なる移動手段ではなく、生活全般を支え、暮らしや

すい地域社会の実現に不可欠のインフラであることを理解すれば、その便益を

受ける住民がその負担を負うことは十分可能である。そのためにもこれまでの

「公共交通の問題を事業者の責任で」という無責任な態度から、「誰のため、何

のための公共交通か」を住民ひとりひとりが考え、行動するためのきっかけと

して交通税の導入には意味がある。

そこで、一つの例を考えてみよう。Ⅱ―１で見たように、現在松江市の公共

交通にかかる経費は１６億９０００万円である。もし仮に、１９万７０００人の松江市民全員

が等しく経費を負担したとしよう。すると、年間ひとり当たり、約８６００円の税

負担で、松江市内を走るすべてのバス路線に無料で乗ることができる計算にな

る。現実には子供など負担能力のない人と、公共交通での移動が困難な人など

の適用除外者がいるが、それでも年間１万円強の税負担で、日常のバスをすべ

て無料で利用できるというメリットは一度考えてみる価値があるだろう。移動

コストがかからないということは、人々の移動を活発にし、様々な交流を促進

し、地域社会のにぎわいの創出に寄与するだろう。また、移動コストがネック

となって通院や買い物などができなかった人たちの福祉の向上にもつながる。
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さらに、自動車から公共交通へのシフトが起これば、渋滞の緩和などによって、

環境問題の改善にも役立つだろう。

このように、公共交通は環境や福祉など様々な公益的機能を有し、地域社会

の活力や社会全体の利益の実現に寄与することが期待されている。そのような

公共交通を維持するためには、公共交通の運営に関し、運行コストを基本的に

利用者に負担させ、運賃収入で事業費をまかなおうとする「独立採算原則」か

ら脱却し、移動のしやすさや環境に優しいといった「生活の質」を問うような

採算性基準に発想を転換させることが求められている。

むすびにかえて

本稿では、現在政府が進めようとしているコンパクトシティ構想への誘導手

段である公共交通の再生問題について、財政面から検討を加えてきた。その結

果、利用者の減少にともなう経営の悪化と路線等の縮小廃止を補助金で支える

これまでの方法には限界があり、現在道路特定財源として使途が限定されてい

る道路特別会計の仕組みを修正し、地方への財源移譲と公共交通維持へと使途

を見直す必要があること、そして、公共交通を支える住民参加のためには公共

交通を維持するための目的税として、交通税の導入が必要であることを指摘し

た。

しかしながら、実際に公共交通再生のためにどのような交通税を導入するか

については検討できていない。また、自動車利用を抑制するには土地利用のあ

り方などについても検討を加える必要がある。これら問題については、稿を改

めて論じたい。

追記 本稿作成にあたり、国土交通省島根運輸支局ならびに島根県地域振興部

交通対策課、松江市交通局、一畑バスには資料の提供など便宜をはかっ

ていただいた。感謝申し上げる。
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脚注

１）国土交通省「中心市街地再生小委員会報告（案）」２００５年。
２）ABCポリシーでは、モビリティ特性に着目し、公共交通の利便性が高い地区を A
地区、公共交通の利便性もよく、自動車の利便性もよい地区を B地区、自動車交通が
中心の地区を C地区と規定し、A地区には望ましい業種として小売業やオフィスを、
B地区には医療施設などを、C地区には製造業、卸売業、運輸業などを誘導している。
詳しくは市川嘉一『交通まちづくりの時代』ぎょうせい、２００２年、第４章を参照。

３）松江市公共交通体系研究会「松江市公共交通住民意識調査報告書」２００５年。
４）青森市における郊外への人口流出による投資的経費の増加（１９７０年から２０００年）の内
訳は、次の通りである。道路８３．７億円、小中学校６７．４億円、上水道４０．６億円、下水道
１５６．８億円、合計３４８．５億円である。国土交通省「中心市街地再生小委員会報告（案）
補足資料」２００５年を参照。

５）松原青美監修『市街地縮小時代のまちづくり』ぎょうせい、２００４年、８１ページ。
６）財政制度審議会「特別会計の見直しについて－制度の再点検と改革の方向性－」２００５
年

７）税率は、人口２万人以上１０万人未満の都市圏では、０．５５％、人口１０万人以上では、
１．００％である。ただし、LRT等の建設を伴う場合は、１．７５％の税率が認められている。
詳しくは、市川嘉一『前掲書』第２章を参照。
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牛嶋 正『これからの税制 目的税』東洋経済新報社、２０００年
中公新書ラクレ編集部編『論争・道路特定財源』中央公論社、２００１年
寺田一薫編著『地方分権とバス交通』勁草書房、２００５年
土居靖範「規制緩和で岐路に立つ公共交通」『世界』２０００年１１月号
道路交通経済研究会『道路交通経済要覧（平成１６年度）』セキグチ、２００５年
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国土交通省道路局監修『道路行政（平成１５年度）』全国道路利用者会議、２００４年
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５月号
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区 分
対象事業

民間バス事業者による乗合バス事業

運行対象法令 道路運送法第４条第１項の許可

算
定
経

費

運行費

●経常欠損額の範囲内

●経常費用は、地域キロ当たりの標準経常費用又は、事業者キロ当

たり経常費用の低い額に、実車走行キロを乗じた額

車両購入

費

購入価格×０．９

★大型車 ………………………………………８，０００千円／台を限度

★中型車・小型車 ……………………………９，５００千円／台を限度

★低床バス、リフト付きバス………………１５，０００千円／台を限度

交 付 率 国：算定経費×１／２、県：算定経費×１／２

交 付 条 件

＝次の全ての条件に合致すること＝

●複数市町村（H１３．３．３１現在の市町村）に跨る１０㎞以上の路線

●輸送量１５人～１５０人

●運行回数３回以上

●中心市町等にアクセス

●経常収益が経常費用の１１／２０以上の路線

又は、経常収益が経常費用の１１／２０未満の路線で、市町村の補助

により、経常収益と補助額の合計が経常費用の１１／２０に達するも

の

●地域協儀会で認められた路線

算定対象期間

交付金を交付する会計年度の９月３０日を末日とする１年間

但し、車両購入については、交付金の交付を受けようとする会計年

度の１月３１日までに対象車両の購入を完了すること

交 付 先 乗合バス事業者

（付表１）

バス運行対策費補助金

（国県補助事業）
平成１７年４月１日現在

島根県地域振興部交通対策課

＊国と県の協調補助

飯 野 公 央１３８



区分 既存系統
新規系統

合併市町村 左記以外

系統別
収支率２０％以上 １／２ １／２ １／４
収支率２０％朱溝 ― １／４ ―
※既存系統は平成１６年９月３０日現在で存在するもの。

区 分
対象 事業

市町村（１部事務組合含）
が運行主体となるバス事業

市町村の要請により貸切事
業者が運行するバス事業

民間バス事業者による乗合
バス事業

運行対象法令 道路運送法第８０条第１項の
許可

道路運送法第２１条第１項第
２号の許可

道路運送法第４条第１項の
許可

算

定

経

費

運行費 ●１２０円×実車走行距離
（但し、以下の範囲内）

●１２０円×実車走行距離
（但し、以下の範囲内）

●１２０円×実車走行距離
（但し、以下の範囲内）

★運送欠損額の範囲内
★運送費用の２／３を限度

★経常欠損額の範囲内
★経常費用の２／３を限度
★市町村が貸切事業者へ交付
する補助金額を限度

★経常欠損額の範囲内
★経常費用の２／３を限度
★市町村がバス事業者へ交付
する補助金額を限度

車両購入費 ●購入価格×０．９

★２９人乗り以下（小型）……………………６，０００千円／台を限度
★３０人乗り以上（中型）……………………９，５００千円／台を限度
★低床バス，リフト付きバス（小型）……１０，０００千円／台を限度
★低床パス，リフト付きバス（中型）……１５，０００千円／台を限度

付属品購入
費

●購入価格（カードシステム等）×０．９
★１，５００千円／セットを限度

車両リース
料

●リース料金
★２９人乗り以下（小型）………………１，２００千円／年・台を限度
★３０人乗り以上（中型）………………１，９００千円／年・台を限度
★低床バス，リフト付きバス（小型）…２，０００千円／年・台を限度
★低床バス，リフト付きバス（中型）…３，０００千円／年・台を限度

交 付 率 算定経費×１／２ 算定経費×１／２

交 付 条 件

●平均乗車密度３人以上か
つ複数市町村（H１３．３．３１
現在の市町村）に跨る広
域的路線
●運行回数５回まで
●競合率５０％未満の路線
●地域協議会で認められた
路線

（平成１６年度交付分まで）
・利用者を限定しないもの
・普通交付税措置されているスクールバスなどは除く
条件を付加

●見直し後の条件（条件付加）
○原則、収支率：２０％以上の赤字系統のみが対象
○合併市町村に係る新規系統等は、経過措置あり
●見直し後の交付率 ［赤字系統のみ］

●見直し時期
平成１７年度予算での交付分から
（平成１６年１０月～平成１７年９月運行実績分から適用）

算定対象期間

交付金を交付する会計年度の９月３０日を末目とする１
年間。
但し、車両購入については、交付金の交付を受けよう
とする会計年度の２月２０日までに対象車両の購入を完
了すること

同左

交 付 先 市町村、一部事務組合 市町村

生活バス路線確保対策交付金（付表２）

（県単独事業）

島根県地域振興部交通対策課

公共交通再生のための財政支援策 １３９



地方バス路線維持に係る補助金等交付実績の推移

年度 H元 H２ H３ H４ H５ H６ H７ H８ H９ H１０ H１１ H１２ H１３ H１４ H１５ H１６ H１７予算

第２種
生活路線

路線
維持費

対象系続数 １７５ １７４ １７４ １７１ １６９ １７４ １７９ １５５ １５１ １２７ １００ ２５ ２４

交付額（千円）４７６，２４６４４９，７６４４１４，０３４４６４，８１１４４６，７１９４６７，７５８４５１，３９３３５８，２３８３５９，２３４２８８，７７１２１９，６１１ ６２，１４３ ３７，３１７

車両
購入費

対象車両数 １３ １８ １７ １７ １５ １９ １８ １６ １１ １０ ５ ０ ０

交付額（干円）１１３，４９０１６０，３８０１５１，４７０１５１，４７０１２１，７７０１９１，７００１６１．１６３１１９，０９０ ９７，９００ ８９，０００ ４７，５００ ０ ０

第３種
生活路線

運行費 対象系続数 ３ ２ ０ ２ ０ ０ ０ ５ １ ６ １５ ９５ ７３

支付額（千円） ５，８６２ ４，２３６ ０ ３，４４７ ０ ０ ０ ７，７０７ ８８２ １０，３２３ ３１，３５９１３３，０３８ ６４，８６７

生活交
通路線

運行費 対象系続数 ２３ ２６ ２４ ２３

交付額（千円） ６０，１２５１７２，１９８ ８７，８２９ ８５，７６７ ８６，７９８

車両
購入費

対象車両数 ６ １０ ４ ３ ４

交付額（千円） ８８，７１０１５０，０００ １３，７６４ １８，９２３ ３０，０００

特別指定
生活路線

運行費 対象系続数 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― １７ ― ― ― ― ―

交付額（千円） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― １７，５６２ ― ― ― ― ―

車両
購入費

対象車両数 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― １ ― ― ― ― ―

交付額（千円） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ７，１２５ ― ― ― ― ―

安全運
行対策

車両
購入費

対象車両数 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― １ ３ ― ― ― ― ―

交付額（千円） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― １０，５００ ３１，５００ ― ― ― ― ―

交付額小計 ５９５，５９８６１４，３８０５６５，５０４６１９，７２８５６８，４８９６５９，４５８６１２，５５６４８５，０３５４５８，０１６３８８，０９４３０８，９７０２５１，３６８２５１，０１９３２２，１９８１０１，５９３１０４，６９０１１６，７９８

生活バス
路線確保
対策交付金

対象市町村等の数 ２１ ２１ ２２ ２２ ２２ ２１ ３１ ３２ ３２ ３５ ３６ ３８ ５３ ５４ ５３ ５５（３９）

４条路線
運行費

対象系統数 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ７２ ８０ ３０ ２４

交付額（千円） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ２９，４５７ ５９，８３８ ２２，５５９ １７，７６０ ３３，３０３

（付表３）
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生活バス
路線確保
対策交付金

廃止代替等
運行費

対象系統数 １１４ １１３ １１５ １２４ １２５ １２２ １３８ １８１ １８９ １７０ １７４ ２１９ ３５０３８２ ３７９ ４１５

交付額（千円） ７８，３２９ ７０，３８２ ８０，９６４ ８６，０１０ ８８，６７８ ８８，３４７ ７９，９９９ ８７，０１８ ９５，２３０１００，８７２１１１，５０８１１９，９６７１９６，４５９２７５，００２２９３，７５８３２４，１２２２０５，７４１

廃止代替等
車両購入費

対象車両数 ０ １ ３ ４ ３ ２ ３ ８ ２ ３ ７ ４ ４ ６ ４ ６ ７

交付額（千円） ０ ３，０００ ９，０００ １０，１２４ ８，７３９ ６，０００ ７，６０１ １９，９３１ ５，４００ ７，８２０ １６，７１８ １２，０００ ８，９７４ ２６，１５５ １１，０１１ １２，５６１ ２３，０００

廃止代替等
付属品
購入費

対象件数 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ２ ― ― ２ ２

交付額（千円） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― １，３３４ ― ― ３，０３７ ２，１７６

廃止代替等
車両リース料

対象車両数 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ２ １ ― ― １ １

交付額（千円） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ５８９ ３９３ ― ― ４７５ ５２０

初年度
開設費

対象市町村等の数 １ ０ ２ ０ ０ ０ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

交付額（千円） １，４６５ ０ １，８３２ ０ ０ ０ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

交付額小計 ７９，７９５ ７３，３８２ ９１，７９６ ９６，１３４ ９７，４１７ ９４，３４７ ８７，６００１０６，９４９１００，６３０１０８，６９２１２８，２２６１３３，８９０２３５，２８３３６０，９９５３３０，３６５３５７，０９４２６２，５６４

交付額合計 ６７５，３９３６８７，７６２６５７，３００７１５，８６２６６５，９０６７５３，８０５７００，１５６５９１，９８４５５８，６４６４９６，７８６４３７，１９６３８５，２５８４８６，３０２６８３，１９３４３１，９５８４６１，７８４３７９，３６２

県 一般財源ベースでの負担額 ３３７，６９７３４３，８８１３２８，６５０３５７，９３１３３２，９５３３７６，９０３３９３，８７８３４９，４６７３２９，６３８３０２，７３９２８２，７１１２５９，５７４３６０，７９３５２２，０９４４３１，９５８４６１，７８４３７９，３６２

注１ 第２種生活路線、第３種生活路線及び生活交通路線の交付額は、国・県の合計額。
注２ 廃止路線代替バスの平成６年度までの交付額は、国・県の合計額、平成７年度から平成１２年度の名称は、新地方バス路線運行対策交付金であり、交付額は県単独。
注３ 平成６年度までの対象市町村等の数には、バス事業者を含み、平成７年度からは、市町村の数。
また、平成１６年度（平成１６年９月末までの運行実績）については、（ ）内に平成１７年３月の交付時点での市町村数〔市町村合併後〕を記載。

注４ 国県補助（上記）の平成１４年度までの交付額小計は、国・県の合計額。H１５年度からは県単独の交付額。
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